
「事業所非該当承認申請書」は

労働保険事務組合の証明で

ご申請ください。



この部分の説明です



名古屋市中区丸の内2-5-1
労働保険事務組合 愛友会

会長 労働 一郎

労働保険事務組合が提出する「事業所非該当承認申請書」の

事業主（又は代理人）欄は、労働保険事務組合が証明します。

拡大図



名古屋市中区丸の内2-5-1
労働保険事務組合 愛友会

会長 労働 一郎

紙申請も、電子申請も

事務組合の証明で申請できます

【人物・就職業】男性 システムエンジニ
ア

【人物】人事担当１
_s



おまけ

電子申請が増えています。

便利な電子申請をぜひ、ご利用ください。

名古屋南所



労働保険事務組合に委託している事業所の

「事業所非該当承認申請書」は

労働保険事務組合の証明で申請します。

まとめ



労働保険事務組合が提出する

「事業所非該当承認申請書」編

完



継続事業一括認可・追加・取消申請書は

裏面に労働保険事務組合の証明を

してください。

忘れがち！



裏面



拡大図

名古屋市中区丸の内2-5-1
労働保険事務組合 愛友会
会長 労働 一郎

労働保険事務組合が提出する「継続事業一括認可・追加・取消申
請書」は裏面に、労働保険事務組合の証明を行ってください。

裏面

場所は自由ですが、表面に影響が
出ないことを確認してください。



まとめ

労働保険事務組合に委託している事業所の

「継続事業一括認可・追加・取消申請書」は

裏面に労働保険事務組合の証明をします。

（1枚目だけでなく、2枚目の裏面にも証明をしてください。）

名古屋市中区丸の内2-5-1

労働保険事務組合 愛友会
会長 労働 一郎



労働保険事務組合が提出する

「継続事業一括認可・追加・取消申請書」編

完



年 月 日

殿

労働保険番号 23 - - -

令和 年 月 日

記

◇添付書類

　　１ 総会等議事録の写し

　　２ 令和 年度 事業報告 及び 収支決算報告（監査報告含む）

　　３ 令和 年度 事業計画 及び 収支予算計画

　　４ 労働保険料の徴収・収納状況（監査報告を含む）

＊総会が終わり次第、速やかに 管轄安定所長(又は監督署長)へ 1部提出してください。

愛 知 労 働 局 長

団体運営状況等報告

令 和

議決されましたので、下記の書類を添付のうえ、その状況を 報告 しま す。

労働保険事務組合

開 催 の 総 会 に お い て 、 団 体 運 営 状 況 の 報 告 を行 い 、

労働保険事務組合が提出する

「団体運営状況等報告」は

１部 提出してください。





赤本（2024年4月版）ｐ248 抜粋

第２章 労働保険事務組合の認可

第１ 認可の基準

8. 認可基準として定められている要件以外に、次の事項を

遵守することを付帯条件とする。

（一部省略）

③ 総会等の議決機関に報告した労働保険料等の徴収・納付状況

に関する書類を毎年届出ること。

④ 総会、総代会等団体等の議決機関において承認された毎事業

年度の事業計画、事業報告書及び収支予算、収支決算書を速

やかに届出ること。



赤本（2024年4月版）ｐ254 抜粋

第３章 労働保険事務組合にかかる届出事務

第１ 労働保険事務組合自体に関する届等

（一部省略）

事務組合は総会等において、その運営状況の報告を行い議決された

ときは、「団体運営状況等報告」を作成し、「総会等議事録（写

し）」「事業報告」「収支決算（監査報告を含む）」「事業計画」

「収支予算書」「労働保険料の徴収・収納状況（監査報告を含む）」

を添え、速やかに事務組合管轄安定所長（又は監督署長）を通じ

１部を労働局あて提出してください。

なお、提出書類は「母体団体」の資料であり、事務組合のみを掲載

した資料ではありません。労働保険料に関しては、「母体団体」の資

料に掲載がない場合は、別に資料を作成して添付してください。

役員（理事等）・監事（監査役等）に変更がある場合は、前記１

（3）のとおり変更手続きが必要です。

3. 団体運営状況等の報告



拡大図

「団体運営状況等報告」と

母体団体の「総会等議事録（写し）」「事業報告」「収支決算」

「事業計画」「収支予算書」「労働保険料の徴収・収納状況」は

１部を、ハローワークに提出してください。

年 月 日

殿

労働保険番号 23 - - -

令和 年 月 日

記

愛 知 労 働 局 長

団体運営状況等報告

令 和

議決されましたので、下記の書類を添付のうえ、その状況を報告 しま す。

労働保険事務組合

開 催 の 総 会 に お い て 、 団 体 運 営 状 況 の 報 告 を行 い 、

名称が類似している組合もあります。
労働保険番号を併記してください。
（23・3・03・9＊＊＊＊＊）



組合担当者

１部

提出

ハローワークから労働局へ
送付します。

団体運営状況等報告



まとめ
年 月 日

殿

労働保険番号 23 - - -

令和 年 月 日

記

◇添付書類

　　１ 総会等議事録の写し

　　２ 令和 年度 事業報告 及び 収支決算報告（監査報告含む）

　　３ 令和 年度 事業計画 及び 収支予算計画

　　４ 労働保険料の徴収・収納状況（監査報告を含む）

＊総会が終わり次第、速やかに 管轄安定所長(又は監督署長)へ 1部提出してください。

愛 知 労 働 局 長

団体運営状況等報告

令 和

議決されましたので、下記の書類を添付のうえ、その状況を 報告 しま す。

労働保険事務組合

開 催 の 総 会 に お い て 、 団 体 運 営 状 況 の 報 告 を行 い 、

労働保険事務組合が提出する

「団体運営状況等報告」は

１部を提出してください。



年 月 日

殿

労働保険番号 23 - - -

令和 年 月 日

記

◇添付書類

　　１ 総会等議事録の写し

　　２ 令和 年度 事業報告 及び 収支決算報告（監査報告含む）

　　３ 令和 年度 事業計画 及び 収支予算計画

　　４ 労働保険料の徴収・収納状況（監査報告を含む）

＊総会が終わり次第、速やかに 管轄安定所長(又は監督署長)へ 1部提出してください。

愛 知 労 働 局 長

団体運営状況等報告

令 和

議決されましたので、下記の書類を添付のうえ、その状況を 報告 しま す。

労働保険事務組合

開 催 の 総 会 に お い て 、 団 体 運 営 状 況 の 報 告 を行 い 、

労働保険事務組合が提出する

「団体運営状況等の報告」編

完



照合省略対象組合、社会保険労務士も、

雇用保険設置手続きの

確認資料の添付は必要です。

※照合省略はできません。



事業所の確認

労働者の確認

労働保険に関する確認

1

3

2

雇用保険設置手続きで確認すること



事業所の確認

労働者の確認

労働保険に関する確認

1

3

2

雇用保険設置手続きで確認すること



事業主の確認

事業実在の確認 （架空事業でないことの確認）

所在地の確認

確認ポイントは次の3つです。

事業所の確認1

事業主との委託契約の際には、事業主を確認するだけでなく、

「どこで」「どのような活動をしているのか」など、

実態を把握してください。

雇用保険設置手続きで確認すること



事業主の確認

事業実在の確認

所在地の確認（上記の書類と事業所の所在地が異なる場合）

確認のため、次の資料をご提出ください。

事業所の確認1

雇用保険設置手続きの確認資料

実在する事業主体であることを確認します。

法人＞登記事項証明書

個人＞事業主の住民票または運転免許証



事業主の確認

事業実在の確認

所在地の確認（上記の書類と事業所の所在地が異なる場合）

事業所の確認1

雇用保険設置手続きの確認資料

現に、事業を行っていることを確認します。

事業許可書、税務関係書類、登記事項証明書、

取引先が発行した請求書・納品書、工事契約書など

確認のため、次の資料をご提出ください。



事業主の確認

事業実在の確認

所在地の確認（上記の確認資料と事業所の所在地が異なる場合）

事業所の確認1

雇用保険設置手続きの確認資料

雇用保険加入者の就業場所を事業所として登録します。

事業所の名称と住所の記載のある

公共料金の請求書・領収書、建物の賃貸借契約書

確認のため、次の資料をご提出ください。



事業主の確認

法人＞登記事項証明書※

個人＞事業主の住民票または運転免許証

事業実在の確認

事業許可書、税務関係書類、登記事項証明書、

取引先が発行した請求書・納品書、工事契約書など

所在地の確認（上記の書類と事業所の所在地が異なる場合）

事業所の名称と住所の記載のある

公共料金の請求書・領収書、建物の賃貸借契約書

事業所の確認1

雇用保険設置手続きに必要な書類 まとめ

※設置届に法人番号が記載されている場合は登記事項証明書の提出を省略できます。
なお、省略された場合は、登記内容の確認のため処理にお時間をいただくことがあります。



事業所の確認

労働者の確認

労働保険に関する確認

1

3

2

雇用保険設置手続きで確認すること



事業所の確認

労働者の確認

労働保険に関する確認

1

3

2

雇用保険設置手続きで確認すること



雇用実態の確認 （架空雇用でないことの確認）

入社日（雇用保険加入日）の確認

確認ポイントは次の2つです。

雇用保険の対象となる従業員が実際に雇用されていることが、

雇用保険設置の要件です。

その従業員の入社日（雇用保険加入日）が雇用保険設置日と

なります。 ※ただし、加入要件を満たしていること。

労働者の確認2

雇用保険設置手続きで確認すること

入社日※＝設置日



労働者の確認2

雇用実態の確認

入社日（雇用保険加入日）の確認

雇用保険設置手続きに必要な書類

労働者名簿出勤簿 雇用契約書

その事実を確認できる資料を添付してください。

「○月○日から加入対象の従業員が働いている」



労働者の確認2

雇用実態の確認

入社日（雇用保険加入日）の確認

雇用保険設置手続きに必要な書類

労働者名簿出勤簿 雇用契約書

その事実を確認できる資料を添付してください。

「○月○日から加入対象の従業員が働いている」

「入社したはず」での提出は不可！

実際に入社したことを確認した上でご提出ください。



労働者の確認2

出勤簿 賃金台帳
遅延理由書

6ヶ月以上遡って加入する場合

出勤簿 賃金台帳
出勤簿出勤簿出勤簿出勤簿

賃金台帳賃金台帳
賃金台帳
賃金台帳

入社（雇用保険加入要件を満たした日）から

現在までの出勤簿と賃金台帳、および

「遅延理由書」を添付してください。

雇用保険設置手続きに必要な書類 応用編

入社から現在までの

出勤簿と賃金台帳



事業所の確認

労働者の確認

労働保険に関する確認

1

3

2

雇用保険設置手続きで確認すること



事業所の確認

労働者の確認

労働保険に関する確認

1

3

2

雇用保険設置手続きで確認すること



労働保険番号の確認

雇用保険の保険関係が成立していることの確認

保険関係成立日の確認

確認ポイントは次の3つです。

労働保険に関する確認3

＜確認資料＞ 労働保険関係成立届

（個別事業所の場合は、労働保険料概算申告書もご提出ください。）

雇用保険設置手続きで確認すること



雇用保険設置手続きに必要な書類 まとめ

確認事項 法人 個人

事業主

登記事項証明書

住民票、運転免許証

事業内容

税務関係書類

事業許可証、取引先が発行した請求書・納品書、
工事契約書など

所在地

※他の資料で確認
できない場合に必要 公共料金の請求書・領収書、賃貸借契約書など

労働者 労働者名簿、雇用契約書、出勤簿

労働保険 保険関係成立届（控）と概算保険料申告書（控）



雇用保険設置届の地図
おまけ

２ 印刷する

A4

地図は「手描き」または、A4用紙に印刷したものをそのままお持ちください。

設置届への切り貼りは、機械読取ができなくなるためご遠慮ください。

１ 手描きする



雇用保険設置手続きの際は

必ず、確認資料を添付してください。



雇用保険設置手続きの確認資料 編

完



労働保険

個人事業主の変更

×

個人事業主から個人事業主 へ



労働保険×個人事業主の変更（個人→個人）

この動画では

個人事業主に変更があった場合の

労働保険の手続きについて

ご案内します。



①死亡による相続

②代替わり（生前相続）

労働保険×個人事業主の変更（個人→個人）



死亡による相続の場合
名称・所在地等変更届による

が、

可能です。

代表者変更

労働保険×個人事業主の変更（個人→個人）

名南商店 名南 ○○（親）

名南商店 名南 □□（子）

名称変更



②代替わり（生前相続）

①死亡による相続

労働保険×個人事業主の変更（個人→個人）



代替わり（生前相続）の場合

名称・所在地等変更届による

代表者変更は、

できません

親 子

労働保険×個人事業主の変更（個人→個人）

名南商店 名南 ○○（親）

名南商店 名南 □□（子）

名称変更



親

委託解除

子

新規成立

親の事業の「委託解除届」

と

子の事業の「 」の

提出が必要です。

保険関係成立届



応用編
おまけ 1

それでは、

法人設立と同時に

代替わりした場合の

手続きはどのように

したらよいでしょうか？

事業主変更と
同時に法人化

個人事業主



おまけ 1

旧事業主
（個人事業主）

委託解除

新事業主
（法人）

新規成立

この場合も

個人事業主と法人の代表者が

同一人物のときに、

「名称・所在地等変更届」による

変更が可能です。

※ただし、労働保険料に滞納がある場合は

「名称・所在地等変更届」での手続きはできないため、

委託解除と新規成立手続きを行ってください。

ポイント

個人事業主

個人事業主

事業主変更と
同時に法人化

労働保険×個人事業主から法人へ（個人→法人）

つまり、「名称・所在地等変更届」で手続きできるのは・・・



雇用保険×個人事業主の変更（個人→個人／法人）
おまけ 2

事業主に変更があった場合の

雇用保険の手続きは

どうでしょうか？

ところで、



雇用保険×個人事業主の変更（個人→個人／法人）
おまけ 2

事業主に変更があった場合の雇用保険の手続きは、

新旧両事業の資本金、資金、人事、事業の内容等に

密接な関係があり、新旧両事業に実質的な同一性が認められる

場合に、変更届（雇用保険事業主事業所各種変更届）による

手続きができます。

「新旧事業実態証明書」と確認資料を添付してください。



事業主が個人から別の個人へ変更があった場合の
手続きは以下の通りです。（個人→個人）

まとめ

《労働保険》

名称・所在地等変更届①死亡による相続

委託解除届 成立届②死亡による相続以外 と

事業主事業所各種変更届と
新旧事業実態証明書①同一と認められる

廃止届 設置届②同一と認められない と

同一性の判断が難しい場合はハローワークにご相談ください。

新旧事業主が



労働保険

個人事業主の変更 編

×完



労働保険事務組合※が提出する

雇用保険被保険者関係書類の

「事業主」欄について

※ 以下「事務組合」と表記します。



「雇用保険法」第7条において、事業主から

「徴収法（労働保険の保険料の徴収等に関する法律）」

第33条第1号の委託を受けている事務組合は、

適用事業主と同様に被保険者に関する届出を行う

主体として位置づけられています。

提出する書類により、証明者が異なるため

注意が必要です。



1 事務組合の証明で届出する

2 内容によって証明者がかわる

3 事業主の証明で届出する

事務組合が提出する雇用保険被保険者関係書類の

「事業主」欄は次の3つのパターンがあります。



1 事務組合の証明で届出する

2 内容によって証明者がかわる

3 事業主の証明で届出する

まずは、事業主欄を事務組合が証明する書類について



事務組合の証明で届出する

名古屋市中区丸の内2-5-1

労働保険事務組合 愛友会
会長 労働 一郎

資格取得届

名古屋市中区丸の内2-5-1

労働保険事務組合 愛友会
会長 労働 一郎

資格喪失届



事務組合の証明で届出する

名古屋市中区丸の内2-5-1

労働保険事務組合 愛友会
会長 労働 一郎

離職証明書

名古屋市中区丸の内2-5-1

労働保険事務組合 愛友会
会長 労働 一郎

名古屋市中区丸の内2-5-1

労働保険事務組合 愛友会
会長 労働 一郎

継続給付
賃金証明書



事務組合の証明で届出する

訂正願／取消願

名古屋市中区丸の内2-5-1

労働保険事務組合 愛友会
会長 労働 一郎



事務組合の証明で届出する

このほか、

・転勤届

・氏名変更届

・事業所非該当承認申請書

など



1 事務組合の証明で届出する

2 内容によって証明者がかわる

3 事業主の証明で届出する

届出内容により証明者がかわる書類



1 事務組合の証明で届出する

2 内容によって証明者がかわる

3 事業主の証明で届出する

届出内容により証明者がかわる書類



内容によって証明者がかわる

雇用継続給付の受給資格確認のみの場合は、

事務組合の証明で提出ができます

高年齢雇用継続給付受給資格確認票

育児休業給付受給資格確認票

対象となる届出

申請を同時に行う場合は、事務組合の証明では提出できません。

次の申請は、事務組合による手続きはできません。

理由：受給資格確認と申請が同時となるため

・出生時育児休業給付金

・介護休業給付金

※「雇用保険の保険給付に関する請求書等にかかる事務手続き及びその代行」は

委託事務の範囲から除かれています。



1 事務組合の証明で届出する

2 内容によって証明者がかわる

3 事業主の証明で届出する

事業主の証明で手続きを行う書類



1 事務組合の証明で届出する

2 内容によって証明者がかわる

3 事業主の証明で届出する

事業主の証明で手続きを行う書類



事業主の証明で届出する

雇用実態を証明するのは事業主であるため、

事務組合の証明では手続きできません。

事務主の証明で手続きする書類

「同居の親族」雇用実態証明書

兼務役員雇用実態証明書

在宅勤務雇用実態証明書

新旧事業実態証明書

事業主の証明

名古屋市中区丸の内2-5-1

労働保険事務組合 愛友会
会長 労働 一郎



1 事務組合の証明で届出する

2 内容によって証明者がかわる

3 事業主の証明で届出する

事務組合が提出する雇用保険被保険者関係書類の

「事業主」欄は次の3つのパターンがあります。



労働保険事務組合の証明で届出する

雇用保険被保険者関係書類 編

完



マイナンバー取得にあたっては

「厳格な」本人確認が必要です



事業主

マイナンバーの記載が必要な

届出・申請をするときは、

事業主は従業員の

個人番号（マイナンバー）の確認と

身元（実在）確認を

する必要があります。



マイナンバーの確認

マイナンバーを取得するときは、以下のいずれかの書類で正しい番号であることを確認します。

マイナンバーカード

個人番号通知カード

個人番号の記載のある住民票（住民票記載事項証明書）



身元（実在）確認

以下のいずれかの書類で、番号の正しい持ち主であることを確認します。

マイナンバーカード

運転免許証

パスポート

左記が困難な場合は、

健康保険被保険者証と年金手帳などの

2種類の書類が必要です。

在留カード

障害者手帳



労働保険事務組合

労働保険事務組合が

個人番号を扱う場合

補足



労働保険事務組合

労働保険事務組合は、事業主との労働保険関係の委託契約により、

雇用保険関係業務においては個人番号を取扱い、ハローワークに

マイナンバーを記載した書面の提出を行うこととなります。

このため、個人番号その他の特定個人情報の適正な取扱いを確保し、

具体的な取扱いを定めた「基本方針」および「事務取扱規程」を

策定し、特定個人情報の漏えい、滅失または毀損を防止するための、

適切な安全管理措置を講ずる必要があります。

詳細は「労働保険事務組合 事務処理要領」（通称「赤本」）2024年（令和6年）4月版

ｐ243 団体運営編 第1章第6「特定個人情報の保護」をご確認ください。

補足



労働保険事務組合

なお、「労働保険事務組合における社会保障・税番号制度への対応についてのQ&A」では、

個人番号の取り扱いについて、

雇用保険被保険者資格取得届などの様式への

マイナンバーの記載や、本人確認事務については、

できるだけ事業主に対応いただくことが望ましい。

とされています。

補足



マイナンバー取得にあたっては

「厳格な」本人確認を

行ってください
番号確認

本人確認



マイナンバー 本人確認 編

完



離職証明書の

（⑮⑯欄）の記載について



離職証明書 1枚目



離職証明書 2枚目

ココ！

ココ！



この動画では

この２箇所の離職者記載欄に

ついてご説明します。



⑮この証明書の記載内容（⑦欄を除く）は相違ないと認めます。

離職者
氏 名

離職証明書 2枚目（左側）

⑧ 離職日の翌日（7月 23 日） ⑨ ⑩ 賃金支払対象期間 ⑪
⑫

⑬ 備考欄
Ａ Ｂ 計

6 月 23 日 ～ 離 職 日 21 日 7 月 1 日 ～ 離 職 日 15 日 未計算

5 月 23 日 ～ 6 月 22 日 21 日 6 月 1 日 ～ 6 月 30 日 21 日 210,000

4 月 23 日 ～ 5 月 22 日 21 日 5 月 1 日 ～ 5 月 31 日 21 日 210,000

3 月 23 日 ～ 4 月 22 日 20 日 4 月 1 日 ～ 4 月 30 日 21 日 210,000

2 月 23 日 ～ 3 月 22 日 20 日 3 月 1 日 ～ 3 月 31 日 19 日 190,000 欠勤 2日
(3/19,3/23)

1 月 23 日 ～ 2 月 22 日 21 日 2 月 1 日 ～ 2 月 29 日 21 日 210,000

12 月 23 日 ～ 1 月 22 日 21 日 1 月 1 日 ～ 1 月 31 日 21 日 210,000

11 月 23 日 ～ 12 月 22 日 21 日

10 月 23 日 ～ 11 月 22 日 21 日

9 月 23 日 ～ 10 月 22 日 21 日

8 月 23 日 ～ 9 月 22 日 21 日

7月 23 日 ～ 8 月 22 日 21 日

拡大図

離職者本人の記名



⑯離職者本人の判断（○で囲むこと）

離職者氏名

事業主が○を付けた離職理由に異議 有り・無し

離職証明書 2枚目（右側）

事業主記入欄 離職理由 ※離職区分

□・・・・・

☑・・・・・ ■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■ ■■■■■

□・・・・・

□・・・・・

□・・・・・

□・・・・・

⑦離職理由欄

具体的事情記載欄（事業主用）

拡大図

離職理由欄、具体的事情記載欄（事業主用）を
書いてから、本人の記名

就業規則第25条による定年退職



離職証明書は、

受給資格、給付金額、給付日数の

決定の基礎となる重要なものです。

内容については必ず離職者の確認を

とってください。



特に⑦欄の離職理由は、退職前に離職者本人に見せ、

⑯欄（離職者の判断）を記入するようご案内ください。

離職者が受給のために離職票を提出した際に、

事業主の主張する離職理由と離職者の主張が異なる場合は、

改めて事業主の主張を再確認するために、

客観的資料の提示を求めることがあります。

事業主の事務負担の軽減のためにも、

離職証明書提出 によく話し合っていただき、

極力、離職者に⑯欄の記載を求めてください。



離職した後に離職票が欲しいって

言われたわ。

今から本人に確認をとっていては

手続きに時間がかかって

しまうけど、

どうしたらいいの？



帰郷その他やむを得ない理由により

離職者の氏名の記載が

得られない場合には、

その理由を記入し、

事業主氏名※を

記載してください。
※法人の場合は法人名を、労働保険事務組合の場合は事務組合名を記載してください。



（記載例）

本人の確認がとれないとき ～その１～

個人事業主の場合

⑮この証明書の記載内容（⑦欄を除く）は相違ないと認めます。

離職者
氏 名

⑯離職者本人の判断（○で囲むこと）

離職者氏名

事業主が○を付けた離職理由に異議 有り・無し

離職後作成のため、本人の確認とれず

○○ ○○（事業主氏名）

離職後作成のため、本人の確認とれず

○○ ○○（事業主氏名）

本人の確認がとれない理由と事業主氏名を記載してください。

※電子申請の場合は、疎明書を添付してください。



法人の場合

本人の確認がとれない理由と法人名を記載してください。

※電子申請の場合は、疎明書を添付してください。

本人の確認がとれないとき ～その2～

（記載例）

⑮この証明書の記載内容（⑦欄を除く）は相違ないと認めます。

離職者
氏 名

⑯離職者本人の判断（○で囲むこと）

離職者氏名

事業主が○を付けた離職理由に異議 有り・無し

離職後作成のため、本人の確認とれず

株式会社 □□

離職後作成のため、本人の確認とれず

株式会社 □□



労働保険事務組合の場合

本人の確認がとれない理由と事務組合名を記載してください。

※電子申請の場合は、疎明書を添付してください。

本人の確認がとれないとき ～その3～

（記載例）

⑮この証明書の記載内容（⑦欄を除く）は相違ないと認めます。

離職者
氏 名

⑯離職者本人の判断（○で囲むこと）

離職者氏名

事業主が○を付けた離職理由に異議 有り・無し

離職後作成のため、本人の確認とれず

労働保険事務組合 ◇◇会

離職後作成のため、本人の確認とれず

労働保険事務組合 ◇◇会



なるべく事業所に

予め離職証明書を用意しておき、

離職の申し入れが

事業主になされた時点において、

離職理由欄⑦欄を記載の上、

離職者本人の判断⑯欄について

離職者の確認を求めるようにしてください。

今後は、



労働者の署名欄 編

完



未計算賃金の報告をお願いします



離職証明書（離職票）

例）R５.７.１入社 R６.７.31退職 給与月末締 日給月給制の場合 ココ！



未計算賃金の報告が必要な理由



離職証明書（離職票）

例）R５.７.１入社 R６.７.31退職 給与月末締 日給月給制の場合

失業給付金の計算は

※「賃金月」とは同一の事業主のもとにおける賃金締切日の翌日から賃金締切日までの期間をいい、

その期間が満1か月であり、かつ賃金支払基礎日数が11日以上ある賃金月を「完全な賃金月」といいます。

最後の完全な6賃金月に

支払われた賃金から

計算します。

１

2

3

4

5

6
①がないと金額の

計算ができません。

拡大図

左の例では①～⑥の月を

使います。



未計算賃金の報告が遅くなると、

失業給付支給が遅れます。

本人への失業給付金の支給を

速やかに行うため、

金額がわかり次第、

早期にご報告をお願いします。



未計算賃金の報告が必要となるケース



例）R５.７.１入社 R６.７.31退職 給与月末締 日給月給制の場合

離職証明書（離職票） 拡大図

未計算賃金の報告が必要となるのは次の条件を満たす場合です。

② 最終月の賃金支払基礎日数が11日以上ある

① 賃金締切日に退職している

失業等給付の金額は、賃金支払基礎日数（⑪欄）が11日以上ある

完全月のうち、離職日に近いものから6ヶ月分を使って計算します。
賃金締切日に退職

11日以上



未計算賃金の報告方法

ご報告方法は

管轄のハローワークに

お尋ねください。



未計算賃金の報告

電子申請で発行された離職票の未計算賃金も

管轄のハローワークにご報告ください。

失業給付のスムーズな支給のため、
早期のご報告をお願いします。



未計算賃金の報告 編

完
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